
 

 

 

 

 

 

 

 

 

■平成２７年度 施策評価 提言 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■平成２８年度 施策の進行管理に対する提言 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■平成２９年度 施策評価（二次）結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29年度 施策評価（二次評価）  

個別目標 ３－１ 「災害への対応力を高める」 

前回の評価結果（平成 21～23年度分） 

東日本大震災では、激甚被害が広域に及び、また、行政機関そのものが被災し、機能しなくなる場面も多

数発生し、あらためて大規模災害への備えの必要性が認識されました。本市においても、今一度、防災対策

について、より現実的かつ具体的な対応を早急に検討する必要があります。 

市民意識調査においては、防災に関する取り組みの中でも「避難所や被災者の安否など災害関連情報を伝

達する手段の整備」に対する要望が最も大きくなっています。今後は、こうした市民ニーズを的確に捉えつ

つ、情報伝達手段の整備、備蓄品の確保などを充実する必要があります。さらに、建築物の耐震化や局地的

大雨対策など様々な都市基盤の強化にも積極的に取り組み、市民・事業者と行政が協働して災害に強いまち

づくりを一層進めていくことも重要です。 

また、災害時における対応として最も基本となるのは、「自らの身は自らが守る」という自助の取り組み

であり、そのことを市民一人ひとりが強く自覚する必要があります。大規模災害にも対応することのできる

市民、事業者、各種団体などの様々な主体による自助、共助に向けた連携強化や、人材育成などの取り組み

に対する支援を推進していく必要があります。 

 
追加の評価（平成 24～25年度分） 
「地域で防災訓練を実施している自治会の割合」や「非常食糧の備蓄率」など、成果を計る指標の多くが

目標値に達しています。また、自主防災組織に配備された防災資機材の充実、市立小中学校の耐震化の完了
等によって、災害への対応力を高める取り組みが積極的に進められていると評価することができます。一方
で、訓練内容がどの程度市民に浸透しているかや、自助・共助の取り組みが災害時に機能するかなど、数値
で測ることができないものもあるため、行政による点検を行い、しっかりとフォローしていくことが求めら
れます。また、市と要支援者名簿を共有している自治会の割合は、前回評価時と比べて 15ポイント以上増加
しており、災害時において基本となる共助の取り組みが強化されてきていると捉えられます。 

今後の施策展開に向けて 
災害への対応力を高めるにあたり、様々な取り組みを数値によって管理することは、進捗状況をしっかり

把握するうえで重要ですが、食糧備蓄率は避難所生活者に対応するもので、全世帯を対象とした数値にはな
っていないため、市民へ食糧備蓄の必要性について誤解を与えることのないよう、正確に情報を伝えること
が求められます。こうした点を踏まえ、進行管理で使用している数値の上昇が、災害時における対応力の向
上に着実につながっているかは、常に点検・検証していく必要があります。現在、自主防災組織への防災資
機材の配備など、物資や設備の充実が図られています。災害への対応力を高める大切な取り組みですが、実
際に資機材等を取り扱うことができる人材を育てていくことも重要です。また、市と要支援者名簿を共有化
している自治会の割合は前期基本計画の目標値を達成していますが、この名簿が機能するためには、高齢の
方や障がいのある方が訓練に参加するなど、地域において顔の見える関係を築いておく必要があります。災
害時に自らの命を守り活躍する人材の育成には、子どもの頃から防災に関する意識啓発や知識の定着を図る
ことも有効な手法の一つであると考えられます。長期的かつ継続的な取り組みにより、着実に「助け上手」
と「助けられ上手」を育成し、実際の災害で機能する体制づくりを構築していくことが求められます。 
 近年、障がいのある方や妊娠中の方、介護を必要とする高齢の方など、通常の避難所で生活を行うこと

が困難とされる人々を受け入れる、福祉避難所の運営が課題とされています。先進自治体や、過去に災害を
経験してノウハウを有する自治体の対策などを参考にしながら、すべての被災者が、災害時においても安心
して生活できるよう、多様な避難所の確保にしっかりと取り組んでください。 

 

（平成27年度分） 
○めざす成果３－１－１「災害に対して自ら備えをしている」について 

・地域の自主防災組織では防災資機材を備蓄していますが、維持管理の仕方にばらつきがあるようです。いざというときにしっかりと資機材

を使用できるよう、市から維持管理の方法を周知することや、修理などにかかる経費の支援ができると、地域での防災力の一層の向上につ
ながるものと考えます。 

・避難行動要支援者名簿について、目標年次より早く全自治会との共有が完了したことは評価できます。一方で、未同意の方も依然として存

在するため、民生委員との連携をより深めながら同意につながる方法について工夫する必要があります。また、今後は、支援体制の整備に
ついて進捗を確認し、地域での体制整備の支援など具体的な取り組みを進めていく必要があります。 

・地域の中で防災のリーダーとして活躍する防災協力員については、男性だけでなく、女性の参画も欠かせません。防災協力員の登録には、

防災セミナーを受講する必要があることを考慮すると、まずは女性の受講者を増やしていくことが求められます。 
・防災訓練を実施している自治会数や防災セミナーの受講者数は、年度によって数値にばらつきが見られます。防災意識は薄れやすいので継
続的に意識を高める工夫が必要です。  

○めざす成果３－１－２「防災・減災のためのしくみが整っている」について 
・指定避難所等の非常食糧の備蓄率は、現在、１００％となっていますが、市民全員に備蓄品がいきわたるような誤解を招く可能性もありま

す。このため、備蓄している数量も合わせて明示していく必要があると考えます。 
・受援体制を事前に整理しておくことは、円滑な被災者支援につながります。最新の事例などを踏まえ、BCP（業務継続計画）やマニュアル
等の整備・更新をしっかりと行ってください。  

○めざす成果３－１－３「都市の防災機能が充実している」について 
・災害時においても道路が安全に利用できることは、迅速な避難や救急搬送のために重要です。インフラの長寿命化を推進する中で道路橋の

耐震診断を順次実施していくとのことですが、そのスケジュールにとらわれることなく、できる限り早く診断に先行して着手できるよう検
討してください。  

○めざす成果３－１－４「十分な消防力が整っている」について 
・救急隊の１隊増加、各隊への救急救命士の配置などの取り組みは、現場での対応力増強に効果があると考えます。他方、救急車による病院
への搬送時間は縮減されておらず、後遺症を減らすためには、できる限り早く病院での治療を行うことも重要であることから、引き続き、

搬送時間の短縮に向けた取り組みについて検討してください。なお、平成29年度には海老名総合病院に「救命救急センター」が開設される
ことから、搬送時間の短縮も期待されます。 

・火災の発生は、０（ゼロ）であることが理想です。本市において、人口１０万人あたりの火災発生は１～３件であることを考慮すると、今
後、目標値を０（ゼロ）として定め、取り組みを推進していくことも差し支えないと思われます。 
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（平成26～28年度分） 
災害への対応力をさらに高めていくためには、大規模災害に伴う停電の発生によって交通量の多い交差点の信号機が止まることのないよう、優

先的に災害対応型に変えていくことや、五差路、六差路などの複雑な交差点について、ラウンドアバウトにしていくことも必要と考えます。こう
した取組の検討を行いながらも、成果を計る主な指標は中間目標値を概ね達成し、行政による防災対策が全体的に進んでいるものと評価できる中
にあっては、地域や家庭による防災対策の一層の充実を促すことに重点を置き、災害に強い都市を完成させていく段階にきていると考えます。 
家庭における防災対策の強化に向けては、非常食料や防災グッズの備蓄状況についてイベント等を通じてチェックする機会を設けながら備蓄を

促していくほか、建築物の耐震化が着実に進んでいることを受けた次の対策として、地震で家具の転倒による被害が多い状況を踏まえ、自主防災
組織を通じシルバー人材センター等を活用するなどして転倒防止をさらに促進していくことも重要です。さらには、学校の防災教育と家庭の防災
を連携させていくことも有効と考えます。例えば、社会的に防災への関心が高まる１月１７日、３月１１日、９月１日に合わせ、学校で冬、春、
夏の長期休業に向けて防災に関する宿題を課すことにより、子どもと親が防災について一緒に考える機会となり、非常食の備蓄や家具の転倒防止
を含め、家庭における対策が一層進むものと期待されます。なお、避難行動要支援者名簿の地域との共有がほぼ完了し、一部地域では次の段階に
進みつつあるとのことですが、災害発生時に要支援者へ真っ先に手を差し伸べられるのは近隣住民を置いて他にありません。名簿共有の完了を契
機として、安全確保について地域で自ら考える気運を醸成できれば、家庭をはじめとする自助の取組の実行性も高まると考えられます。市行政の
みならずまちぐるみで被害軽減に向けた施策が一層効果的に展開できるよう、これからも地域への働きかけや支援をしっかりと行ってください。 
災害時の情報発信については、先日提供が開始されたヤマトＳＯＳ支援アプリの様々な場面における活用が期待できます。その一方で、スマー

トフォンなどへの情報発信は、比較的若い人の利用が想定されるため、高齢の方に向けた情報伝達についても併せて考えていくことが必要です。
加えて、洪水や土砂災害の危険が生じた際に、市民が適切に避難し、命を守る行動を取るために、防災マップは重要です。適宜、見直しなどを行
いながら、市内全戸へ配布するなど、周知を徹底してください。 

資料 ３－１ 

健康領域 基本目標　３　

まちの健康 安全と安心が感じられるまち 災害への対応力を高める
3-1-1　災害に対して自ら備えをしている

3-1-2　防災・減災のためのしくみが整っている

個別目標　３－２

生活の安全性を高める

個別目標　３－３

航空機による被害を解消する

個別目標　３－１

3-1-3　都市の防災機能が充実している

3-1-4　十分な消防力が整っている

2009（H21）
実績値

2010（H22）
実績値

2011（H23）
実績値

2012(H24)
実績値

2013（H25）
実績値

2014（H26）
実績値

2015（H27）
実績値

2016（H28）
実績値

2016（H28）
中間目標値

2018（H30）
最終目標値

36
地域防災訓練を実施している自
治会の割合 61.6% 63.8% 60.5% 72.0% 76.8% 67.5% 72.7% 75.3% 76.0% 78.0%

37
市と避難行動要支援者名簿を共
有している自治会の割合 78.9% 92.8% 100.0% 100.0% 74.0% 78.0%

38 住宅の耐震化率 89.1% 89.9% 91.1% 91.9% 91.5% 93.2%

39
地域で広域避難場所が知られて
いると思う市民の割合 ― ― 66.8% ― 70.2% ― ― 70.1% 69.8% 70.3%

前期
まで

非常食糧の備蓄率 100.0% 91.2% 91.1% 118.0% 173.2%

40
指定避難所等の非常食糧の備蓄
率 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 85.3%

41 防災講話の受講団体数 23団体 24団体 47団体 55団体 55団体 60団体

42
防災上重要な公共建築物の耐震
化率 92.6% 96.0% 96.6% 97.0% 98.8% 98.8% 99.4% 99.4% 99.4% 100.0%

43 雨水整備率 67.5% 67.7% 68.1% 68.4% 68.4% 68.6% 68.7% 68.8% 68.7% 69.0%

前期
まで

準用河川引地川の改修率 62.7% 65.6% 66.7% 66.7% 66.7%

44
火災発生率（人口１万人あたりの
火災発生件数） 3.5件 2.8件 2.8件 2.9件 2.5件 3.0件 1.8件 1.7件 2.7件 2.6件

45
救命講習受講者資格取得者数
（累計） 13,142人 14,686人 18,051人 21,411人 24,474人 27,594人 31,233人 35,420人 28,000人 35,000人

46
救急車の医療機関到着までの所
要時間 36.8分 37.8分 38.0分 38.0分 36.0分 36.0分

前期
まで

救急車の現場到着までの所要時
間 6.2分 6.3分 7.0分 7.1分 7.5分

前期基本計画期間 後期基本計画期間

3-1-2
防災・減災のための
しくみが整っている

3-1-3
都市の防災機能が
充実している

3-1-4
十分な消防力が
整っている

3-1-1
災害に対して自ら備
えをしている

めざす成果 成果を計る指標



 

 

 

 

 

 

 

 

 

■平成２７年度 施策評価 提言 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■平成２８年度 施策の進行管理に対する提言 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■平成２９年度 施策評価（二次）結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29年度 施策評価（二次評価）  

個別目標 ３－２ 「生活の安全性を高める」 

前回の評価結果（平成 21～23年度分） 

犯罪発生件数はここ数年確実に減少しており、これは、市民や各種団体、関係機関、市などによる様々な

努力の結果であり、高く評価することができます。しかしながら、近隣他市と比較した場合において、自転

車盗などの窃盗犯を中心に依然として犯罪発生件数は高い状態にあるほか、市民意識調査における「以前に

比べ、大和市の治安は良くなったと思う」市民の割合は半数に至っておらず、防犯に対する市民のニーズが

依然として高い状況にあります。今後は、地域特性に応じて防犯カメラの設置充実に努めるなどきめ細かい

防犯対策の推進を図っていく必要があります。さらに、防犯イベントだけでなく様々な機会も捉えて、より

多くの人々に対して防犯における自助の大切さを啓発する意識向上の取り組みも充実させる必要がありま

す。 

また、交通人身事故発生件数についても減少が続いています。引き続き、実演方式による交通安全教室の

実施拡大など事故の発生比率の高い自転車事故や子どもの交通事故の防止に向けた対策を進めていく必要が

あると考えます。なお、今後、高齢化が一層進行する中では、高齢者に関わる事故がますます増えていくこ

とが予想され、高齢者の事故防止に対する意識啓発を充実していくことが必要と考えます。 

 
追加の評価（平成 24～25年度分）、（平成 26年度分） 
街頭防犯カメラに関しては、近年全国で事件が発生した際などに効果的に活用されており、県内で最も多

い 162か所 404 台が設置されているという点で評価することができます。市内の犯罪発生件数が平成 20年か
ら 6年連続で減少していることも、こうした取り組みの成果と捉えられますが、県内他市と比較すると、人
口 1,000 人あたりの年間犯罪発生件数は依然として高く、引き続き犯罪の傾向に合わせた対策を進めていく
必要があります。 
交通人身事故の発生件数は減少を続けており、平成 26 年には 845 件と、計画策定時から初めて 1,000 件を

下回りました。市内では自転車レーン等の整備が進められているところですが、自転車が車道を走行するこ
とによって事故が起こらないよう、整備後の状況に注視していくことも重要であると考えます。 
消費生活相談の苦情件数のうち完結済みの割合は、平成 24 年度以降 99％を超えており、弁護士などの専

門相談の窓口を定期的に開設していることなどが効果を上げているものと捉えられます。一方で、消費生活
相談や市民相談の件数は増加傾向にあり、トラブルを減らすための取り組みを検討していくことが求められ
ているといえます。 

今後の施策展開に向けて 
街頭防犯カメラについては、犯罪の未然防止につなげていけるよう、設置位置などを積極的に市民に周知

するとともに、落書きなどのいたずらが多い場所への設置も検討していく必要があると考えます。市内の犯
罪で最も多い自転車盗に関しては、無施錠のものや若い世代での被害が多く、発生場所ではマンションの敷
地内の割合が高いことから、中高生への啓発やマンションの管理組合への働きかけなどを進めていくことが
重要です。 
交通人身事故に関しては、高齢者や自転車が関係する事故の割合が高くなっていることから、高齢者向け

の交通安全教室に重点を置くなど、高齢化の進行に備えた対応を行っていくことが求められます。また、道
路交通法の改正により、自転車の走行ルールが複雑化しており、適切な看板や路面表示によって自転車がス
ムーズに走ることができるよう誘導するとともに、子どものうちに正しい乗り方を習慣づけられるように啓
発していく必要があると考えます。 
消費生活相談や市民相談に関しては、相談体制を充実するだけでなく、相談内容などを分析することで相

談件数を減らし、トラブルの根本的な解決に向けた対策が進んでいくことを期待します。 

 

（平成27年度分） 
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（平成26～28年度分） 

防犯灯について、自治会から市へ管理が移管されたところですが、効果的な設置場所の選定や故障の
発見など、地域住民の力をまだまだ必要とする場面も想定されます。引き続き、地域との連携を維持し
ながら取り組んでください。 
近年、振り込め詐欺の手口が巧妙化する中で、本市でも被害が増加傾向にあり、また高齢化のさらな

る進展によって、今後、知能犯罪が増加していくことも考えられます。現在、防災行政無線を通じた注
意喚起などが随時行われおり、対応が進んでいるところですが、警察、金融機関等と連携してさらなる
防止策の展開を図るほか、高齢の方へ操作方法のアシストを行いながら「ヤマトＳＯＳ支援アプリ」等
を活用し、一層の注意喚起を図るなど、暮らしに身近な基礎自治体の視点で犯罪被害から市民を守る取
組を推進してください。 
高齢化が進む社会にあって、今年度から実施しているシルバードライブチェックのような取り組みは、

交通安全の確保に向けて良い取り組みであると評価できます。今後は、普及が進んでいる電動アシスト
付き自転車の特性を考慮した安全運転の啓発や対策の必要性なども検討しながら、きめ細やかな施策を
展開してください。 
成果を計る主な指標「消費生活相談の苦情件数のうち完結済みの割合」は中間目標値には届かなかっ

たものの、概ね高い値で推移していることは評価できます。市民が抱える問題、トラブル等のさらなる
完結に向け、充実した相談体制を確保しつつ、今後も市民に寄り添う取り組みを実施してください。一
方で、消費生活相談や市民相談の件数自体も近年増加傾向にあり、通信販売やネット取引に加え、依然
として店舗での購入におけるトラブルも発生している状況です。適切な相談の実施と併せ、トラブルに
遭わないための心構えについて啓発するなど、未然防止の取り組みにも力を入れることにより、市民生
活のさらなる安全性確保に努めてください。 

資料 ３－２ 

健康領域 基本目標　３　

個別目標　３－３

航空機による被害を解消する

個別目標　３－１

まちの健康 安全と安心が感じられるまち 災害への対応力を高める

3-2-1　犯罪の不安を感じることなく暮らしている

3-2-2　交通事故の不安を感じることなく暮らしている

3-2-3　安心して消費生活を送っている

個別目標　３－２

生活の安全性を高める

2009（H21）
実績値

2010（H22）
実績値

2011（H23）
実績値

2012(H24)
実績値

2013（H25）
実績値

2014（H26）
実績値

2015（H27）
実績値

2016（H28）
実績値

2016（H28）
中間目標値

2018（H30）
最終目標値

47
以前に比べて、大和市の治安は
良くなったと思う市民の割合

― ― 46.0% ― 52.9% ― ― 55.8% 48.8% 50.0%

48 年間犯罪発生件数 3,778件 3,377件 2,841件 2,499件 2,482件 2,317件 2,390件 2,364件 2,230件 2,100件

前期
まで

防犯パトロールを実施している自
治会の割合

72.6% 72.7% 73.2% 80.3% 80.3%

49 自主防犯活動団体数 188団体 188団体 188団体 192団体 212団体 228団体

50 交通人身事故発生件数 1,422件 1,420件 1,344件 1,267件 1,009件 845件 805件 784件 1,200件 1,100件

51
交通安全教室等参加者数（イベン
トを除く）

17,188人 17,205人 16,253人 20,187人 20,520人 18,404人 20,645人 20,571人 22,000人 23,000人

52
消費生活相談の苦情件数のうち
完結済みの割合

96.7% 95.6% 96.1% 96.2% 99.1% 99.3% 98.7% 99.2% 99.5% 99.5%

53
家庭用品品質表示法・製品安全
４法に係る立ち入り検査による適
正表示の割合

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

めざす成果 成果を計る指標

前期基本計画期間 後期基本計画期間

3-2-3
安心して消費生活を
送っている

3-2-2
交通事故の不安を感
じることなく暮らしてい
る

3-2-1
犯罪の不安を感じるこ
となく暮らしている



 

 

 

 

 

 

 

 

 

■平成２７年度 施策評価 提言 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■平成２８年度 施策の進行管理に対する提言 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■平成２９年度 施策評価（二次）結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29年度 施策評価（二次評価）  

個別目標 ３－３ 「航空機による被害を解消する」 

前回の評価結果（平成 21～23年度分） 

厚木基地に起因する航空機騒音の被害の状況については、ここ数年、計測結果からみると横ばい状況にあ

ると言えます。しかしながら、市民意識調査においては、依然、６割以上の人は騒音が減少したと感じられ

ず、厚木基地に関わる市民の問題意識に大きな変化がないことがうかがわれます。 

今後も、国が示している在日米軍再編に係るロードマップに従って、厚木基地の空母艦載機の移駐が実現

するよう、国や米軍等に働きかけを行っていく必要があります。 

また、落下物の問題などのように人命に関わる重大な事故の発生に関して、市民は強い不安を抱いていま

す。事故に対する要請活動については、これまでも迅速な対応を行っているものと思いますが、引き続き、

市民の不安解消のため、問題の抜本的解決が図られるよう、より効果的な要請活動を行い、航空機による被

害のない生活の実現に努めてください。 

 

追加の評価（平成 24～25年度分）、（平成 26年度分） 
航空機騒音については、成果を計る指標である「WECPNL（うるささ指数）」の値が平成 23～25年度に若干

高くなっているだけでなく、市民意識調査において「航空機による騒音が減ったと思う」市民の割合が、平
成 23 年度と比べて 15％近く減少しており、騒音被害が軽減しているとはいえない状況にあります。 
空母艦載機に関しては、2017 年ごろまでに移駐される予定となっており、移駐によって騒音被害について

も一定程度軽減することが期待されるので、今後の動向をしっかりと見極めるとともに、必要な対策を進め
ていくことが求められます。 

今後の施策展開に向けて 
航空機騒音の程度を示す「WECPNL（うるささ指数）」は、米軍や自衛隊の航空機の運用状況によって常に

増減しますが、騒音に関する問い合わせに丁寧に対応することや、市の取り組み姿勢を PRすることなどによ
って、厚木基地に対する市民の問題意識は改善していくものと考えられます。 
空母艦載機の移駐に向けては、情報の把握に努め、適切な対応を進めるとともに、騒音の問題だけでな

く、騒音に伴い受けられている助成等が、移駐後にどのように変わっていくかなど、市民に対して分かる範
囲で公開していくことも重要であると考えます。 

 

（平成27年度分） 
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（平成26～28年度分） 

本市の航空機騒音の主な原因である米軍の空母艦載機は、本年８月から移駐を順次開始しているとこ

ろですが、市民生活への影響が大きい事案であるため、引き続き、動向を注視しながら、移駐が確実に

行われるよう国や米軍等に働きかけてください。 

また、本市は、公共施設の整備などにおいて、騒音対策に関わる国庫補助金や交付金を活用してきて

いますが、艦載機移駐に伴う今後の影響などについて、本市のまちづくりに大きな支障が生じないよう、

情報収集に努め、適切に対処してください。 

 

資料 ３－３ 

健康領域 基本目標　３　

個別目標　３－３

航空機による被害を解消する
3-3-1　航空機による被害のない生活を送っている

個別目標　３－１

まちの健康 安全と安心が感じられるまち 災害への対応力を高める

個別目標　３－２

生活の安全性を高める

2009（H21）
実績値

2010（H22）
実績値

2011（H23）
実績値

2012(H24)
実績値

2013（H25）
実績値

2014（H26）
実績値

2015（H27）
実績値

2016（H28）
実績値

2016（H28）
中間目標値

2018（H30）
最終目標値

前期
まで うるささ指数（Ｗ値） 88.4 87.8 89.3 88.9 89.2

54
時間帯補正等価騒音レベル
（Ｌｄｅｎ）

72.8 71.8 72.2 71.4
逓減させるよう取
り組みます

逓減させるよう取
り組みます

3-1-2
航空機による被害のな
い生活を送っている

めざす成果 成果を計る指標

前期基本計画期間 後期基本計画期間


